
 

小牧市水道事業告示第９号  

 

 小 牧 市 水 道 事 業 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 規 程 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、

次 の 者 を 小 牧 市 水 道 事 業 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 と し て 指 定 し 、 同 規

程第１０条第１号の規定に基づき告示する。  

   

令和８年４月６日  

 

 

 

小牧市水道事業  

              小牧市長  天  野  正  基               

 

 

小牧市水道事業指定給水装置工事事業者  

 

１  名 称   株式会社クラフト  

  代 表 者 氏 名   代表取締役  春日井  宏士園  

 営業所所在地   豊田市大林町十二丁目３－３  

         OBAYASHIBASE２号  

 

２  指 定 日   令和８年４月１日  

 

３  有 効 期 限   令和１３年３月３１日までとする。  

 

 


